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令和６年７月２４日からの大雨にかかる災害 

災害救助法に基づく住宅の応急修理制度【概要】 

（日常生活に必要な最小限度の部分の修理） 

 

 制度の概要  

この制 度は、災 害 により住 宅 が一 定の被 害（大 規 模 半 壊 、中 規 模 半 壊 、半壊 または

準半壊）を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災した住宅の居室・台所・ト

イレなどの日 常 生活 に必 要な最 小 限 度の部 分の応急 的 な修理 について、市 が修理 業

者に依頼し、修理費用を直接業者に支払う制度です。 

 

 応急修理の範囲  

屋根 等の基 本部 分 、ドア等の開 口部 、上 下水 道 等の配管 ・配 線、トイレ等の衛生 設

備など日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適

当な箇所が対象となります。 

・居室、台所、トイレ等の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分 

・日常生活に欠くことができない破損箇所で、緊急に応急修理が必要な部分 

【優先度】①屋根、基礎、柱・梁、内外壁、②床等の基本部分、ドア、窓等の開口部、 

③上下水道管や電気・ガス等の配管・配線、④便器等の衛生設備 

 

<ポイント>  

・大雨による被害と直接関係のある修理が対象です。 

・住家が対象です。納屋や車庫、空き家等は対象になりません。 

・写真の撮影（修理前、修理中、修理後）は必須です。 

・台所、トイレなど住宅設備等のグレードアップは対象になりません。 

・住宅設備等は、取換前後の品番の撮影やカタログの写しを用意してください。 

・エアコン等の家電製品の修理は対象とはなりません。 

 

 注 意  

◎個人が修理費用を業者に支払ってしまうと、この制度を利用できなくなるため、 

ご注意ください。 

◎この制度を利用するには、修理前の被 害状況がわかる写真が必要となりますので、

必ず「写真」を撮影しておいてください。 

（カメラが無い場合は、スマートフォンの撮影でも構いません。） 

 

 限度額（１世帯当たり）  

・「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」  717,000 円以内 

・半壊に準ずる程度の損傷「準半壊」   348,000 円以内 

※限度額を超える場合や対象外工事の費用は、自己契約・自己負担となります。 
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 対象者  以下の要件をすべて満たす方（世帯） 

１．由利本荘市にお住まいの方（被災住宅の居住者等） 

２．住宅の被害が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」であること 

※被害の程度は、由利本荘市が発行する「罹災証明書」をご確認ください。  

※「全壊」であっても修理することで居住することが可能な場合は、個別に対象と 

なることがあります。 

３．応急修理を行うことで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること 

４．自ら修理を行う資力が無いこと 

 

 申込時に必要な書類  

（１）災害救助法の住宅の応急修理申込書（様式第１号） 

（２）罹災証明書（写し可） 

（３）修理前の被害状況がわかる写真 

（４）修理見積書（様式第３号） 

（５）見積内訳明細書（業者様式）  

（６）資力に関する申出書（様式第２号） 

（７）住宅の被害状況に関する申出書（住宅の応急修理に関する参考書類） 

（８）住宅の応急修理チェックリスト 

（９）その他必要に応じ添付する書類 

 

 申込方法  

・応急修理申込書に必要書類を添付し、受付窓口まで提出してください。  

（具体的な手続きの流れは別紙を参考にしてください。） 

・受付窓口 由利本荘市建築住宅課、最寄りの総合支所産業建設課 

（申込内容の確認、審査は建築住宅課で行います。） 

  ・申込受付 令和６年８月１９日（月）から 

 

 施工業者について  

・施工業者をお探しの方には、協力いただける業者を紹介します。 

・修理の相談、施工のご依頼を受けられた業者へ、応急修理の制度、対象工事、 

必要書類の作成、契約手続き等についてご説明しますので、建築住宅課までお問

い合わせ又はご来庁をお願いします。 

 

 工事完了期限  

  令和７年７月２４日（木曜日）まで 

 

 工事の完了報告について  

 応急修理の工事が完了しましたら、工事完了報告書を提出していただきます。 

 完了検査後、施工業者からの請求に基づき修理費用をお支払いします。 
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 ご相談・お問い合わせ先  

由利本荘市建設部 建築住宅課 

（〒015-0801 由利本荘市美倉町２７－２ 市役所第二庁舎） 

電話０１８４－２４－６３３４／FAX０１８４－２４－１５９９ 

e-mail：kentiku＠city.yurihonjo.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 手続きの流れ  
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